
担　保　物　件　の　状　況 （注）　担保として提供する物件を登記簿謄本に記載されている区分に従い、正確に記入してください。

　下記の物件を担保として提供します。

【土地】 （単位：千円）

地番 地積(㎡）

普 400,000 根 100,000 根 270,000 普 800,000 根 200,000

当初

最終

普 400,000 根 100,000 根 270,000 普 800,000 根 200,000

当初

最終

普 800,000 根 200,000

当初

最終

当初

最終

【建物】

普 400,000 根 100,000 根 270,000 普 800,000 根 200,000

当初

最終

普 800,000 根 200,000

当初

最終
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【建 物】
・建物 1 棟ごとに家屋番号、種類及び床面積を記入してください。

・今次計画等により床面積の変更予定がある場合は、変更後の面積を記入してください。
・機構からの借入金によって建設する建物を担保とする場合は、「融資対象区分」欄に「今次融資対
象建物」 と記入してください。

・増改築事業の場合は、その建物についての登記方法（独立登記、表示変更登記）の別を「登記方

法」欄 に記入してください。
(注）担保物件において損害保険の対象となる物件（建物）には、損害保険を付保していただき、さら
にその保険金請求権の上に質権を抵当権順位と同じ順位で設定させていただきます。

【土 地】

・一筆ごとに物件の所在地、地番及び地積を記入してください。
・地積は、公簿上の面積を記入し、その単位を明確にしてください。
・機構からの借入金によって購入する土地を担保とする場合は、「融資対象区分」
欄に「今次融資対象土地」と記入してください。

【所有者】

・個人の場合はその氏名、法人の場合は法人登記簿謄本に記入された正確な法人名

を記入してください。ただし、今次計画に伴う売買等により所有者が変更する場合は変

更後の所有者名を記入してください。
なお、所有権が共有となっている場合は、所有者名の次にその持分を記入してくださ

い。

【用途】

・当該担保物件の用途を記入してください。
（例）病院底地、病院駐車場、老健底地等

担保順位は、物件の登記簿謄本の乙区を確認のうえ記入してください。
【当初順位】 現在登記簿謄本の乙区に抵当権が設定されている場合は、その後の順位に今次借入にかかる機構

の順位を記入してください。（例）既に抵当権が３つ設定されている場合は「４」になります。
抵当権が設定されていない場合は、1位となります。

【最終順位】 既に設定されている抵当権と、今回の融資に伴い機構が設定する抵当権がある場合は、順位変更
後の抵当権の順位を記入してください。

【今次機構担保順位】 改めて、機構への担保提供順位を記入してください（上段：当初、下段：最終）。


